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１. はじめに 

 このガイドラインは、瑞穂町多世代交流センター「MIZCUL（ミズカル）」が住民の皆さん

に親しまれ、愛される施設となり、町内外に施設のイメージを発信していくために制作した

ロゴマークの利用に関するルールを定めたものです。 

 

２. 使用にあたって 

 ロゴマークを使用する際は、町への届出が必要な場合があります。使用する 7 日前まで

に「瑞穂町多世代交流センターMIZCUL（ミズカル）ロゴマーク使用届」を下記担当部署へ

提出してください。ロゴマークは無料で使用することができます。 

 

◆提出先◆ 

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地 

瑞穂町福祉部高齢者福祉課高齢者支援係 

電話 ：０４２ʷ５５７―７６２３ 

メール：kaigo@town.mizuho.tokyo.jp 

 

◆提出方法◆ 

 メールで使用届を提出 

 ※メール件名に「MIZCUL（ミズカル）ロゴマーク使用届」と記載 

 

使用届は、瑞穂町公式ホームページに掲載しております。 

使用届受理後、ロゴマークの画像データを提供いたします。 

 

３. 使用の制限 

ロゴマークの使用に関して、以下に該当する場合は、使用できません。 

１）瑞穂町及び瑞穂町多世代交流センター「MIZCUL（ミズカル）」の品位を傷つけ、又は傷

つけるおそれがあると認められるとき 

２）法令又は公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき 

３）政治、思想若しくは宗教の活動を目的とするとき。またはそのおそれがあると認められ

るとき 

４）自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき 

５）その他使用目的に鑑みて不適当と町が認めるとき 



 

４. 使用方法 

【届出後すぐに使用できる使用方法】 

・個人的なご使用 

 営利を目的としない個人やグループ活動の範囲内でロゴマークを使用する。 

 

・報道目的でのご使用 

 瑞穂町や瑞穂町多世代交流センター「MIZCUL（ミズカル）」について伝えるため、ロゴマ

ークを新聞、雑誌、TV、インターネットその他の媒体で使用する。 

  

・官公庁、公的機関、教育機関でのご使用 

 ロゴマークを国もしくは地方公共団体等が使用する。学校等が教育の目的で使用する。 

 

【届出後ヒアリングなど確認が必要な使用方法】 

・個人的なご使用 

 営利を目的としない場合であっても、ユニフォーム、T シャツ、ポスター、チラシ、イラ

スト入りのグッズなどの物品等を製作する。 

 

・事業目的のご使用 

 ロゴマークを使用した商品、ノベルティ、パッケージや広報物を製作、販売、配布する。 

 

５. 使用上の留意点 

（１）ロゴマークを使用して作成した制作物の商標登録はできません。 

（２）ロゴマークに関する一切の権限は瑞穂町に帰属します。 

（３）ロゴマークを使用して作成した制作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用

者がその責任のもとに必要な措置を講じてください。 

 

６ ロゴデザインについて 

変形、トリミングなどのデザイン変更は禁止します。最小使用サイズや色の規定をご確認

の上、使用をお願いします。 





















 

７. 問い合わせ先 

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地 

瑞穂町福祉部高齢者福祉課高齢者支援係 

 電話 ：０４２ʷ５５７―７６２３ 

メール：kaigo@town.mizuho.tokyo.jp 


